
（単位：％）

施設内
農作物有

一般

施設内
農作物有
事故除外

施設内
農作物有

一般

施設内
農作物有
事故除外

施設内
農作物有

一般

施設内
農作物有
事故除外

ガラス室Ⅰ類 0.194 1.402 0.603 0.057 0.203 0.223 1.200 0.601 0.098 0.170 114.8 85.6 99.6 171.9 83.9

ガラス室Ⅱ類 0.167 1.088 0.357 0.032 0.135 0.140 0.997 0.324 0.017 0.106 83.8 91.6 90.8 52.6 78.4

プラスチックハウスⅠ類 0.569 1.907 0.435 0.040 0.267 0.734 1.868 0.480 0.026 0.173 129.0 97.9 110.2 66.0 64.7

プラスチックハウスⅡ類 2.748 3.586 2.181 0.321 1.636 2.394 3.214 2.225 0.497 0.878 87.1 89.6 102.0 154.6 53.7

プラスチックハウスⅢ類 1.184 2.565 1.099 0.108 0.486 1.104 2.577 1.086 0.128 0.182 93.2 100.5 98.8 118.2 37.4

プラスチックハウスⅣ類甲 0.831 2.216 0.960 0.119 0.397 0.768 2.029 0.945 0.090 0.186 92.4 91.5 98.4 75.9 47.0

プラスチックハウスⅣ類乙 0.398 1.699 0.428 0.099 0.249 0.374 1.397 0.412 0.104 0.241 94.0 82.3 96.3 105.4 96.7

プラスチックハウスⅤ類 0.368 1.761 0.575 0.159 0.241 0.356 1.606 0.650 0.135 0.232 96.6 91.2 113.0 85.2 96.3

プラスチックハウスⅥ類 3.950 7.990 5.273 0.413 1.217 3.684 5.850 3.741 0.455 1.042 93.3 73.2 71.0 110.2 85.7

プラスチックハウスⅦ類 1.786 3.586 2.181 0.385 1.288 1.723 3.586 2.181 0.696 0.695 96.5 100.0 100.0 180.8 53.9

（備考）現行は平成25年度共済金額で、改定（案）は28年度共済金額で、それぞれ加重平均したもの。ただし、現行の「特定園芸施設撤去費用額に係るもの」のうち「プラスチックハウスⅠ類」、
　　　 「プラスチックハウスⅡ類」及び「プラスチックハウスⅦ類」並びに「園芸施設復旧費用額に係るもの」は、26年度共済金額で加重平均したもの。

施設内農作物に係るもの
特定園芸施設
撤去費用額
に係るもの

園芸施設
復旧費用額
に係るもの

特定園芸施設
及び

附帯施設
に係るもの

施設内農作物に係るもの
特定園芸施設
撤去費用額
に係るもの

園芸施設共済の基準共済掛金率の現行と改定（案）との対比（全国平均）

　　　　　　 項目

　施設区分

現行 改定（案） 現行比

特定園芸施設
及び

附帯施設
に係るもの

施設内農作物に係るもの
特定園芸施設
撤去費用額
に係るもの

園芸施設
復旧費用額
に係るもの

特定園芸施設
及び

附帯施設
に係るもの

園芸施設
復旧費用額
に係るもの
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